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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　鋳造複合材料の調製方法であって、該方法は、
　　アルミニウム系の母材合金を提供する工程と、
　　１０～４０容量パーセントの易流動性の炭化ホウ素粒子と、９０～６０容量パーセン
トの上記アルミニウム系の母材合金の溶融物との溶融混合物を調製する工程と、
　　上記母材合金で炭化ホウ素粒子を濡らし且つ上記溶融物の容量全体に炭化ホウ素粒子
を分散させるために、溶融混合物を攪拌する工程と、
　　溶融混合物を鋳造して鋳造複合材料を形成する工程と、から成り、
　アルミニウム系母材合金中に、少なくとも０．５重量％で５重量％以下のＴｉを供給す
ることにより、溶融混合物の流動性を維持していることを特徴とする調製方法。
【請求項２】
　混合物が、１０～２５容量パーセントの範囲の炭化ホウ素粒子の量を含んで調製される
ことを特徴とする請求項１に記載の調製方法。
【請求項３】
　混合物が、１５～２０容量パーセントの範囲の炭化ホウ素粒子の量を含んで調製される
ことを特徴とする請求項１に記載の調製方法。
【請求項４】
　少なくとも上記溶融物の容量全体への炭化ホウ素粒子の分散が完了するまでは、アルミ
ニウム系母材合金のＭｇ濃度を０．２重量％未満に制限することを特徴とする請求項１乃
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至３のいずれかに記載の調製方法。
【請求項５】
　マグネシウムの含有量が、０．１重量％未満であることを特徴とする請求項４に記載の
調整方法。
【請求項６】
　マグネシウムの含有量が、０．０５重量％未満であることを特徴とする請求項４に記載
の調整方法。
【請求項７】
　溶融物が、ＡＡ１０００系にチタンを添加した合金又は母材合金が５～１０重量％Ｓｉ
を含有するアルミニウムにチタンを添加した合金のいずれかである母材合金を含んで調製
されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の調整方法。
【請求項８】
　鋳造の直前に、溶融混合物にさらにマグネシウムを添加することを特徴とする請求項４
乃至６のいずれかに記載の調整方法。
【請求項９】
　溶融混合物にさらに添加するマグネシウムの量が、アルミニウム母材合金中のマグネシ
ウム濃度を０．２重量％～１．４重量％まで上昇させることを特徴とする請求項８に記載
の調整方法。
【請求項１０】
　上記マグネシウムを、鋳造用トラフ内又は移送用取鍋中でさらに添加することを特徴と
する請求項８又は９に記載の調整方法。
【請求項１１】
　マグネシウムの添加後に、複合材料をさらに攪拌することを特徴とする請求項８乃至１
０のいずれかに記載の調整方法。
【請求項１２】
　溶融混合物を、さらにマグネシウムを添加してから３０分以内に鋳造することを特徴と
する請求項８乃至１１のいずれかに記載の調整方法。
【請求項１３】
　混合物を調製するのに使用されるアルミニウム合金が、ＡＡ２０００系、ＡＡ３０００
系、ＡＡ４０００系、ＡＡ６０００系、Ａ２００系、及びＡＡ３００系にチタンを添加し
た合金から成る群から選択されることを特徴とする請求項８乃至１２のいずれかに記載の
調整方法。
【請求項１４】
　アルミニウム母材合金が、チタンを添加したＡＡ１０００系合金であることを特徴とす
る請求項８乃至１３のいずれかに記載の調整方法。
【請求項１５】
　鋳造した混合物を再溶融し、ある形状に鋳造することを特徴とする請求項１乃至１４の
いずれかに記載の調整方法。
【請求項１６】
　鋳造した混合物を押出し成形することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載
の調整方法。
【請求項１７】
　鋳造した混合物を圧延することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載の調整
方法。
【請求項１８】
　鋳造した混合物を鍛造することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれかに記載の調整
方法。
【請求項１９】
　鋳造した混合物を中性子吸収材料に形成することを特徴とする請求項１乃至１８のいず
れかに記載の調整方法。
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【請求項２０】
鋳造複合材料製品であって、該製品は、
　１０～４０容量パーセントの炭化ホウ素粒子の耐火物粒子を分散した状態で有するアル
ミニウム合金母材から成り、
　上記複合材料が、少なくとも０．５重量％で但し５重量％以下のチタンを含有し、
　上記チタンは、炭化ホウ素粒子の表面に、母材中に分散せず且つ母材中でのアルミニウ
ム合金による攻撃を防ぐ安定したチタン含有化合物を形成し、
　上記アルミニウム合金母材が、鋳造したままの微細構造を有することを特徴とする鋳造
複合材料製品。
【請求項２１】
　アルミニウム合金母材がＡＡ１０００系にチタンを添加した合金であることを特徴とす
る請求項２０に記載の鋳造複合材料製品。
【請求項２２】
　アルミニウム合金母材が、少なくとも０．２重量％のマグネシウムを含有することを特
徴とする請求項２０に記載の鋳造複合材料製品。
【請求項２３】
　アルミニウム合金母材が、１．４重量％以下のマグネシウムを含有することを特徴とす
る請求項２２に記載の鋳造複合材料製品。
【発明の詳細な説明】
【発明の詳細な説明】
【０００１】
技術分野
　本発明は、鋳造した金属母材の複合材料に関し、特に、構造材料用の、特に中性子吸収
材料用のアルミニウム合金－炭化ホウ素の鋳造金属母材に関する。
【０００２】
背景技術
　核エネルギー産業において、例えば廃棄燃料用の容器中で中性子を吸収し、そしてそれ
を放出しないような建築材料に対する関心が高まっている。核エネルギー産業では、中性
子吸収材料として、炭化ホウ素が長年利用されている。炭化ホウ素は、ＡＳＴＭ規格に合
致した商業的に利用できる材料である。炭化ホウ素で強化された金属母材は、軽量の構造
材料としても応用されている。
【０００３】
　２０００年５月１１日に公開されたＲｅｙｎｏｌｄｓ Ｍｅｔａｌｓ Ｃｏｍｐａｎｙの
国際特許出願ＷＯ００／２６９２１には、アルミニウム合金－炭化ホウ素複合材料につい
て、高温部及び使用済核燃料の両方の貯蔵庫用の中性子吸収材料としての用途が記載され
ている。これらの複合材料製品は、粉末冶金法により用意されていた。この方法では、ア
ルミニウム合金粉末を、最初に炭化ホウ素の粉末と混合する。母材に好ましいアルミニウ
ム合金として、例えばＡＡ６０１０合金のようなＡＡ６０００系の合金が知られており、
少なくとも１５％の炭化ホウ素と混合された。ＡＡ６０００系合金は、少なくとも０．２
５％Ｍｇを含んでおり、ＡＡ６０１０合金は、少なくとも０．８％Ｍｇを含んでいる。こ
の文献では、ＡＡ２０００系合金、ＡＡ３０００系合金、及びＡＡ７０００系合金は好ま
しくないが、Ａｌ、Ｍｇ、及びＳｉは、受け入れられる元素であると考えていた。
【０００４】
　原子力産業に要求される大型の工業部品を製造するには、粉末冶金法は、高価な方法で
ある。それゆえ、アルミニウム合金－炭化ホウ素複合材料製品を製造するための、より簡
単で、より安価な方法が必要とされている。Ｓｋｉｂｏらの米国特許ＵＳ４７８６４６７
には、アルミニウム合金複合材料の製造方法が記載されている。この方法では、種々の非
金属粒子をアルミニウム合金母材に添加する。上記の非金属粒子の幅広い種類の中には、
炭化ホウ素が含まれていた。しかしながら、炭化ホウ素を用いた試験は示されておらず、
主として炭化ケイ素粒子の試験が行われていた。Ｓｋｉｂｏの方法では、炭化ケイ素粒子
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を溶融アルミニウム合金中に混合し、その混合物を攪拌して粒子をアルミニウム合金で濡
らした。そして、混合材料を鋳造した。
【０００５】
　Ｈａｍｍｏｎｄらの米国特許ＵＳ５１８６２３４に記載されているように、ある種の充
填粒子と合金母材の間での反応が問題になることが、明らかになった。この特許は、溶融
した複合材料が鋳造性に非常に乏しく且つ低い流動性を有し、その結果として受け入れら
れない製品になる、という、一定の状況下で出会う問題を克服していた。これは、特に、
溶融した複合材料を保持するための鋳造物再溶融炉の問題であり、この複合材料は、アル
ミニウム母材中にＳｉＣを含有していた。
【０００６】
　Ｓｋｉｂｏの米国特許ＵＳ５０８３６０２に記載されているように、ある種の合金元素
は耐火物粒子の濡れ性を抑制することが、明らかになった。この例では、そのような濡れ
性を抑制する元素を、合金により粒子を濡らした後に添加していた。この特許は、濡れの
間に、耐火物粒子がマグネシウムにより攻撃される問題に取り組んでない。なぜなら、マ
グネシウムは、第１の（濡れ）工程において、濡れ性を促進するのに有用であると記載さ
れているからである。
【０００７】
　Ｌｌｏｙｄらのヨーロッパ特許ＥＰ０６０８２９９に、アルミニウム粒子を、約０．１
５～０．３％Ｍｇ含有アルミニウム合金中に分散する場合の手順が記載されている。ここ
では、スピネル層の形成を抑制するために、ストロンチウムを添加している。もしそうし
なければ、スピネル層が形成されて、母材から有用なマグネシウムが奪われる。
【０００８】
　Ｈａｎｓｓｏｎらの米国特許ＵＳ５２４６０５７に、アルミナ粒子を、Ｍｇの初期濃度
の高いアルミニウム合金中に分散して、アルミナ粒子上に安定したスピネル被膜を生成す
る方法が記載されている。その後、Ｍｇ濃度は、希釈されて、望ましいマグネシウム水準
（level）まで減少する。
【０００９】
　Ｆｅｒｒａｎｄｏらの米国特許ＵＳ５８５８４６０に、航空宇宙への応用のための鋳造
複合材料の製造方法が記載されており、マグネシウム－リチウム合金、又はアルミニウム
－リチウム合金中に炭化ホウ素粒子を用いている。ここで、粒子を溶融金属中に混合する
前に、粒子表面に銀の金属被膜を形成する。これにより、合金に対する粒子の濡れ性の低
さの問題と、反応性を克服した。
【００１０】
　Ｐｙｚｉｋらの米国特許ＵＳ５５２１０１６に、アルミニウム－炭化ホウ素複合材料を
、ホウ素－炭化物の予備成型体に溶融アルミニウム合金を含浸させることによって製造す
る方法が記載されている。炭化ホウ素は、熱処理により、最初に不動態化されている。
【００１１】
　Ｒｉｃｈらの米国特許ＵＳ３３５６６１８に、中性子制御棒用の複合材料を、その複合
材料の成形前に、炭化ケイ素又は炭化チタンの被膜を、例えば化学蒸着法により塗布して
保護することが記載されている。複合材料は、種々の金属中の、炭化ホウ素又はホウ化ジ
ルコニウムから形成されている。しかし、母材金属が高温金属であり、アルミニウム合金
を含んでいない。
【００１２】
　Ｊａｓｏｎ Ｓ．Ｈ． Ｌｏのカナダ特許ＣＡ２３５７３２３に、ブレーキに応用した複
合材料が記載されている。複合材料は、アルミニウム合金を含浸耐火物の粒子、ウィスカ
ー又は繊維の予備成型体から形成されており、その予備成型体には、１～４０％の２元素
金属間化合物粒子を含むアルミニウム合金が含浸（例えば圧迫鋳造(squeeze casting)）
されている。２元素金属間化合物粒子は、含浸前に、第２の金属粉末をアルミニウム合金
に添加することにより形成される。この金属間化合物粒子は、溶融アルミニウム中と、完
成した複合材料の熱処理の両方で形成される。耐火粒子は炭化ホウ素を含んでおり、第２
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の金属はチタンを含んでいる。
【００１３】
発明の開示
　本願発明者の試みは、Ｓｋｉｂｏらの米国特許ＵＳ４７８６４６７に従って、アルミニ
ウム合金－炭化ホウ素の複合材料の製品を形成することである。しかしながら、その方法
では、炭化ホウ素粒子のごく制限された量だけを、混合物が鋳造するには高すぎる粘度に
なる前に、溶融したアルミニウムに添加することができるのみである。本発明によれば、
金属母材中に存在するマグネシウムが問題であることを見いだした。よって、中性子吸収
材のような構造材料に応用するためのアルミニウム合金－炭化ホウ素の複合材料は、（ａ
）母材金属のマグネシウムの濃度を約０．２重量％未満に維持することにより、又は（ｂ
）最初は約０．２重量％未満のマグネシウムを含む母材金属とし、鋳造の直前にさらにマ
グネシウムを母材に添加することにより、又は（ｃ）混合物中に、少なくとも０．２重量
％のチタンを存在させることにより、流動性を維持できることを見いだした。この幅広い
目的の複合材料は、約１０～約４０容量パーセントの易流動性（free-flowing）の炭化ホ
ウ素粒子を含んでおり、約９０～約６０容量パーセントの溶融アルミニウム合金を含んで
いる。
【００１４】
　流動性が、マグネシウムの含有量を０．２重量％未満に維持することによって制御され
ている場合には、マグネシウムの含有量は、約０．１重量％未満であるのが好ましく、０
．０５重量％であるのがより好ましい。
【００１５】
　溶融複合材料を保持している間に、複合材料の流動性が低いことによって、反応は起こ
ると考えられている。もしも低いマグネシウム基準が適用されていれば、鍛錬用合金と鋳
物用合金の両方を用いることができる。
【００１６】
　よって、本発明の目的の１つは、鋳造した複合材料の製造方法を提供することであり、
約０．２重量パーセント未満のマグネシウムを含有するアルミニウム系の母材合金を供給
する工程と、約１０～約２５容量パーセントの易流動性の炭化ホウ素粒子と約９０～約７
５容量パーセントの溶融母材合金との混合物を調製する工程と、溶融混合物を攪拌して、
アルミニウム合金で炭化ホウ素を濡らし、且つ溶湯の容量全体に炭化ホウ素粒子を分散さ
せる工程と、溶融混合物を鋳造する工程と、を含んでいる。
【００１７】
　鋳造して得られたアルミニウム複合材料は、（ａ）再溶融してある形状に鋳造すること
（ｂ）押し出し成形（ｃ）圧延、及び（ｄ）鍛造のような、別の操作にもよく適合する。
【００１８】
　鍛錬用アルミニウム合金を製造するのに好ましい組成は、０．２重量パーセント未満の
マグネシウムを含むＡＡ１０００系合金である。鋳物合金に好ましい組成は、約５～１０
重量％のケイ素と０．２重量％未満のマグネシウムとを含むアルミニウム合金である。
【００１９】
　添加する炭化ホウ素の量は、通常は、鋳造性に許容されうる最大の量にされる。これは
、一般的には、複合材料の１０～２５容量％の範囲であり、約１５～２０容量％の範囲で
あるのが好ましい。
【００２０】
　複合材料中のマグネシウムが比較的低い条件下であっても、時間が経つと、アルミニウ
ム合金母材が炭化ホウ素と反応する傾向にある。これにより、鋳造の遅延と再溶融の過剰
な保持時間とが不可避的に生じてしまい、複合材料の実用性が制限される。また、そのよ
うな条件下で添加できる炭化ホウ素の量も制限される。この制限された量は、反応性の低
い他の状況で用いられる通常の量に比較して少ない。結局、マグネシウム水準の制限によ
って、応用範囲が少々制限される。マグネシウムは、金属母材複合材料に、一定の望まし
い機械的性質を与えるからである。



(6) JP 4674160 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

【００２１】
　よって、複合材料とその製造方法は、長い保持時間を許容する（最初の製造と、再溶融
及び鋳造操作とのいずれにおいても――こうして、部品の鋳物の鋳造中に、又は廃品材料
のリサイクルにおいて生じるであろう再溶融と鋳造操作にとって、特に好ましい複合材料
を作る）ように、及び／又は、より多量の炭化ホウ素の添加を許容するように、さらに変
更できる。本発明のこれらの変更は、（ａ）混合物中に、少なくとも０．２重量パーセン
トのチタンが存在していること、及び（ｂ）鋳造の直前にさらにマグネシウムを混合物に
添加すること、を含んでいる。
【００２２】
　このようにして、本発明の別の目的は、複合材料の製造方法を提供することであり、少
なくとも０．２重量パーセントのチタンを含有するアルミニウム系の母材合金を供給する
工程と、約１０～約４０容量パーセントの炭化ホウ素粒子と約９０～約６０容量パーセン
トの溶融母材合金との混合物を調製する工程と、溶融混合物を攪拌して、アルミニウム合
金で炭化ホウ素を濡らし、且つ溶湯の容量全体に炭化ホウ素粒子を分散させる工程と、溶
融混合物を鋳造する工程と、を含んでいる。
【００２３】
　本発明のこの目的はまた、鋳造複合材料製品を提供することでもあり、この複合材料製
品は、アルミニウム合金母材中に均一分散した炭化ホウ素粒子を含むアルミニウム合金か
ら成り、ここで、炭化ホウ素粒子の濃度は１０～４０容積パーセントで、複合材料中のチ
タンの濃度は、アルミニウムとチタンとの総量の少なくとも０．２重量パーセントである
。
【００２４】
　上記の量のチタンを含有する複合材料を得るためには、チタンを含んでいるＡＡ１００
０系の合金を用いるのが好都合である。
【００２５】
　そして、本発明のさらに別の目的は、複合材料の製造方法を提供することであり、０．
２重量パーセント未満のマグネシウムを含有するアルミニウム系の母材合金を供給する工
程と、約１０～約２５容量パーセントの炭化ホウ素粒子と約９０～約７５容量パーセント
の溶融母材合金との混合物を調製する工程と、溶融混合物を攪拌して、アルミニウム合金
で炭化ホウ素を濡らし、且つ溶湯の容量全体に炭化ホウ素粒子を分散させる工程と、マグ
ネシウムを溶融混合物に添加する工程と、マグネシウムの添加から２０分以内に溶融混合
物を鋳造する工程と、を含んでいる。ここで、添加したマグネシウムの量によって、アル
ミニウム合金母材中のマグネシウム濃度は、０．２～０．８重量パーセントにまで上昇す
る。
【００２６】
　本発明のこの目的はまた、鋳造複合材料を提供することでもあり、この複合材料は、０
．２～０．８重量パーセントのマグネシウムと、合金母材中に分散された１０～２５容量
パーセントの炭化ホウ素の耐火物粒子とを含んでいる。
【００２７】
　本発明の他の目的は、複合材料を製造する方法を提供することであり、０．２重量パー
セント未満のマグネシウムと少なくとも０．２重量パーセントのチタンとを含有するアル
ミニウム系の母材合金を供給する工程と、約１０～約４０容量パーセントの炭化ホウ素粒
子と約９０～約６０容量パーセントの溶融母材合金との混合物を調製する工程と、溶融混
合物を攪拌して、アルミニウム合金で炭化ホウ素を濡らし、且つ溶湯の容量全体に炭化ホ
ウ素粒子を分散させる工程と、マグネシウムを溶融混合物に添加する工程と、マグネシウ
ムの添加から３０分以内に溶融混合物を鋳造する工程と、を含んでいる。ここで、添加し
たマグネシウムの量によって、アルミニウム合金母材中のマグネシウム濃度は、０．２重
量パーセント以上に上昇する。
【００２８】
　本発明のこの目的はまた、鋳造複合材料を提供することでもあり、この複合材料は、０
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．２重量パーセント以上のマグネシウムと合金母材中に分散された１０～４０容量パーセ
ントの炭化ホウ素の耐火物粒子とを含むアルミニウム合金と、複合材料中にアルミニウム
とチタンとの総量を基準として少なくとも０．２重量パーセントのチタンと、から成って
いる。アルミニウム合金母材は、アルミナイド金属間化合物を実質的に含まないのが好ま
しい。ここで、「分散した」とは、粒子が、母材全体に実質的に均一に分散していること
を意味しており、攪拌によって分散された粒子の特徴である。
【００２９】
　上述のアルミニウム合金は、ＡＡ２０００系、ＡＡ３０００系、ＡＡ４０００系若しく
はＡＡ６０００系等の鍛錬用合金か、又はＡＡ２００系若しくはＡＡ３００系等の鋳造用
合金に添加したチタンを加えた合金から選択されるのが好ましい。
【００３０】
　特に、マグネシウムが、母材合金の１．４重量パーセント以下の量で存在するのが好ま
しい。
【００３１】
　添加したマグネシウムを含む上述の実施形態では、炭化ホウ素がアルミニウム合金によ
り完全に濡れて、且つ炭化ホウ素粒子が溶湯全体に分散されるように、マグネシウムは、
溶融混合物が攪拌された後に添加されるのが好ましい。さらに、マグネシウムは、複合材
料が攪拌容器から鋳造機に移送される時に添加されるのがより好ましい。例えば、マグネ
シウムの添加は、鋳造用トラフの中や、移送用の取鍋の中で行うことができる。また、複
合材料は、マグネシウムの添加と製品の鋳造との間中、攪拌することが好ましい。この攪
拌は、複合材料が形成される容器内と、製品を鋳造するために複合材料を鋳造機に運ぶの
に用いられるトラフ内又は移送用取鍋内と、の両方で行われるのが好ましい。
【００３２】
　上述の実施形態では、炭化ホウ素の耐火物が易流動性の粉末として溶融アルミニウムに
添加され、複合材料中に混入される気体の量を制限する手法により混合されるのが好まし
い。
【００３３】
　上述の実施形態は、特に、中性子吸収材に応用するための構造材料として有用である。
有効な中性子吸収特性を提供するには、炭化ホウ素濃度は、最小でも１０容量パーセント
必要である。炭化ホウ素の上限水準は、混合物に要求される流動性により決定される。こ
の上限水準は、流動性を向上させるためにチタンを添加していない場合には、又は、チタ
ンが添加されていて且つマグネシウムの水準が０．２重量％を超える場合には、２５容量
パーセント以下に限定するのが好ましい。
【００３４】
　混合物は、ビレットやスラブのＤＣ鋳造を含む鋳造、再溶融と鋳造とを行うためのイン
ゴットへの鋳造、又はいずれかの好都合な鋳型の鋳造の形式を用いた一定の形状への鋳造
のような、どのような形態の鋳造にも改めることができる。
【００３５】
　添加したチタンを含有する複合材料では、チタンは、少なくとも炭化ホウ素の耐火粒子
の表面の一部を被覆している金属間化合物として、部分的に存在するのが好ましい。合金
属間化合物は、追加としてホウ素、又はアルミニウムを加えたホウ素のどちらでも含むこ
とができる。耐火粒子は、攪拌しながら合金混合物に添加される易流動性の粉末に特有の
粒子の均一分散の状態で存在している。
【００３６】
　いずれの理論にも結びつけられることを望まないが、チタンの添加は、炭化ホウ素粒子
の表面との反応を引き起こして、その表面に安定したチタン含有化合物を形成するものと
考えている。その化合物は、母材中に分散せず、母材中でのアルミニウム合金によるさら
なる攻撃を防ぐ。これらの化合物は、チタンに加えて、ボロン及び／又は炭素を含んでお
り、化学量論的な、又は非化学量論的な、多様な組成を有しているだろう。よって、複合
材料は、炭化アルミニウム等が徐々に形成されることにより引き起こされる流動性の消失
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の炭化ホウ素を、鋳造前に流動性を失うことなく添加できる。また、安定化した炭化ホウ
素は、マグネシウム含有合金による攻撃に対してより高い耐性を有する。
【００３７】
　アルミニウムとチタンとの総量に対して測定したチタンの水準が０．２重量パーセント
未満であると、安定化の効果は、流動性が徐々に消失するのを克服するには不十分である
ことを見いだした。これは、チタン含有材料の安定化層による粒子表面の被覆率が不十分
であることに関係していると考えている。
【００３８】
　表面安定化チタン含有材料は、例えば、Ａｌ－Ｔｉ金属間化合物よりも安定であると考
えている。本発明で用いられるチタン水準では、比較的少量のチタンが溶液中に存在して
おり、炭化ホウ素がないときは、残ったチタンは、Ａｌ－Ｔｉ金属間化合物として存在し
ているだろう。しかしながら、本発明では、そのようなＡｌ－Ｔｉ金属間化合物は、多く
が表面安定化化合物に転換し、もし金属母材中にＡｌ－Ｔｉ金属間化合物粒子を見つける
ことがあったとしても、わずかな量であるように思われる。それゆえ、高水準のチタンは
、安定化効果を増加させて、チタン濃度の有用な上限は、炭化ホウ素粒子の被覆及び安定
化に必要とされるだけである。その水準を越えると、追加したチタンは、チタンアルミナ
イドを形成すると予想される。チタンアルミナイドは、結局は、受け入れることのできな
い材料特性を生じるであろう。よって、本発明で用いられるチタンの最大水準は、アルミ
ニウムとチタンの総量に対して５重量パーセント以下であるのが好ましい。
【００３９】
　チタンは、粒子を効果的に安定させるが、合金中のマグネシウムは、１つ以上のチタン
の表面化合物と置換して、そして粒子を分解し始めることができる。それゆえ、０．２重
量パーセント以上のマグネシウムを含有する複合材は、鋳造前の制限された時間内で保持
しなくてはならない。そして、適度な量のマグネシウムが含有された合金（ＡＡ２０００
系、ＡＡ３０００系、ＡＡ４０００系、ＡＡ６０００系、ＡＡ２００系、又はＡＡ３００
系合金）を用いるのが好ましい。さらに、マグネシウムの量を最大で１．４重量％に制限
するのが、より好ましい。
【００４０】
　上述の明細書において与えたチタン濃度は、基準が母材合金又は複合材料の総量のどち
らであっても、あらゆる形のチタンを表現していると理解されるだろう。チタンは、アル
ミニウムに対して一定の溶解度の限度があり、その限度を超えると、過剰なチタンは、溶
液から金属間化合物として、又はチタン－ホウ素化合物を含む耐火性化合物として析出す
ることが知られている。よって、少なくとも０．２％のチタンを含むとして指定された合
金又は複合材料は、溶液中のチタンと、Ｔｉ－ＡｌかＴｉ－Ａｌ－Ｂ或いはＴｉ－Ｂを含
む化合物の形態のチタンと、の総量を含んでいる。合金と複合材料のいずれも、チタンの
含有率は、存在するチタンの総重量を、全てのチタンを含む全てのアルミニウム合金組成
の重量で割ったものに基づいて決定される。チタンは、マスター合金（例えば、Ａｌ－１
０％Ｔｉマスター合金）も含めて、又はチタンを含有する細粒又は粉末として、どのよう
な都合のよい形態でも添加できる。
【００４１】
発明を実施するための最良の形態
実施例１
　米国特許ＵＳ４７８６４６７の技術を用いて、複合材料を調製した。ここで、炭化ホウ
素粒子が以下の組成を有する母材合金に混合された。
【００４２】
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【表１】

【００４３】
　合金１（０．９１％Ｍｇ含有）の場合、たった７．５容量％の炭化ホウ素を添加しただ
けで、混合物が高粘度になり、それ以上攪拌できなくなった。
【００４４】
　合金２（ごく微量のＭｇを含有）の場合、攪拌の問題もなく、１５容量％の炭化ホウ素
を添加した。その後、この複合材料を１時間保持したが、鋳造するのに十分な流動性があ
った。合金２を用いた鋳造インゴットから取った試料を、実験室の圧延ミルで１．６５～
２．２０ｍｍの間の厚さにまで圧延し、そして試料を中性子吸収試験にかけた。中性子の
減衰係数の平均値１．０６μｍ／ｍｍを得た。
【００４５】
実施例２
　米国特許ＵＳ４７８６４６７に概要が説明されている方法に従って、さらに複合材料を
調製した。この方法では、１５容量％の炭化ホウ素粒子を、たった０．０１重量％Ｍｇを
含むＡｌ－８．７％Ｓｉ合金と組み合わせた。
【００４６】
　この材料を１．５時間保持したが、容易に鋳造するのに十分な流動性を維持していた。
母材合金は、マグネシウム水準を除けば、米国特許ＵＳ５１８６２３４に開示されたＳｉ
Ｃ耐火粒子を用いた複合材料の金属母材の製造に普通に利用する合金と同様である。この
場合も、本発明の母材合金のマグネシウム水準は、通常に利用するそのような合金の仕様
である少なくとも０．３重量％の通常水準よりは、微量レベルである。
【００４７】
実施例３
　米国特許ＵＳ４７８６４６７の方法に従って、さらなる組合せの複合材料を調製した。
この方法では、１５容量％の窒化ホウ素粒子を、異なるチタンの添加濃度を含むＡＡ１０
００系及びＡＡ４０００系のアルミニウム系合金に添加した。複合材料を種々の時間で保
持した後に、複合材料をブックモールド内に鋳造し厚さ６ｍｍの細長い水平ストリップの
形にして、得られた混合物の流動性を試験した。ブックモールドは、ストリップに沿って
３６ｍｍごとに隙間をあける制限物を有しており、その地点では、制限物を厚さ３ｍｍま
で縮めていた。複合材料が凝固するまでにモールドに沿って流れた距離を、その流動性の
尺度とした。「流動性」が５０ｍｍよりも大きい場合には、受け入れ可能であると見なし
た。
【００４８】
　表２には、０．０２重量％Ｓｉ、０．１３重量％Ｆｅ、０．００３重量パーセントＣｕ
、０．００２重量パーセントＭｇ、０．００１重量％Ｍｎ、０．００２重量％Ｚｎを含む
アルミニウム系合金の、種々の保持時間における流動性の測定結果を与えた。また、アル
ミニウム系合金は、０．００１重量％Ｔｉも含んでおり、この合金に２．０重量％Ｔｉま
で添加して、チタンの量を変更した。表２の結果は、０．２重量％未満のＴｉでは、流動
性は、時間内に減少して、約１時間の保持時間の後には受け入れられなくなることを示し
ている。０．２重量％Ｔｉでは、１時間まで流動性を有効に維持しており、チタンの添加
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量を増加すると、流動時間の安定性は、急激に増加する。２４０ｍｍという値は、鋳型を
完全に満たしたことを意味している。
【００４９】
【表２】

【００５０】
　表３には、４．２重量％Ｓｉ、０．１２重量％Ｆｅ、０．０６重量パーセントＣｕ、０
．０２重量パーセントＭｇ、０．１６重量％Ｍｎ、０．００３重量％Ｚｎを含むＡＡ４０
００系のアルミニウム系合金の、種々の保持時間における流動性の測定結果を与えた。ま
た、アルミニウム系合金は、０．００７重量％Ｔｉも含んでおり、さらに１重量％Ｔｉに
なるまで母材中に添加して、チタンの量を変更した。チタン濃度の低い混合物の流動性は
、６０分で役に立たなくなったが、これに対して、１重量％Ｔｉのものは、高い安定性を
示した。
【００５１】
【表３】

【００５２】
　表２に示した１重量％Ｔｉで保持時間１０分後の複合材料の試料は、金属組織学的に試
験されて、その結果を図１及び図２に示した。複合材料は、炭化ホウ素粒子の存在を示し
ており、その粒子の表面を覆う小さい析出粒子により飾られている。元素マップ（図２）
は、この層が、チタンを含んでいることを示している。この層のより詳細な分析は、それ
はＴｉと、Ｂ又はＣとを含んだ化合物（通常はＴｉＢ２又はＴｉＣ）であることを示した
。粒子間の隙間には、１重量％Ｔｉを含有するアルミニウム母材であれば通常は豊富に存
在するＴｉ－Ａｌ金属間化合物が、存在しないことを示した。
【００５３】
実施例４
　マグネシウムを除いてＡＡ６３５１の組成を有する母材を調製し、その中に、１５容量



(11) JP 4674160 B2 2011.4.20

10

20

30

40

50

％の炭化ホウ素粉末を混合して複合材料を形成した。炭化ホウ素粉末を混合した後すぐに
、母材中に０．６重量％Ｍｇを提供するのに十分な量のマグネシウムが、混合容器に添加
された。液状の複合材料は、保持されて、５００ｒｐｍの回転速度の回転翼により攪拌さ
れた。回転翼にかかるトルクを、時間に対して測定した。表４は、時間によって増加する
トルク（任意単位）を示している。
【００５４】
【表４】

【００５５】
　経験から、回転速度５００ｒｐｍで５０単位より大きいトルクは、混合物の鋳造性が
過度に悪化したことを意味している。上記の実施例は、０．６％Ｍｇ添加により、マグネ
シウム添加後から約２０分経つと、５０単位のトルクが生じることを示している。しかし
ながら、もし複合材料が、マグネシウム添加後から約２０分以内に鋳造されれば、鋳造す
るのに十分な流動性を維持している。
【００５６】
実施例５
　ＡＡ６０００系母材をベースにし、１５容量％の炭化ホウ素粒子を含んでいる複合材料
を、異なる水準のチタンに調製した。ここでは、マグネシウムは、十分な保持時間の後に
添加された。１．０重量％Ｓｉ、０．１１重量％Ｆｅ、０．００１重量パーセントＣｕ、
０．００２重量パーセントＭｇ、０．０１重量％Ｚｎを含むアルミニウム系合金が調製さ
れた。また、アルミニウム系合金は、０．００１重量％Ｔｉも有していた。実施例３と同
様に、低いＴｉ濃度及び１重量％Ｔｉを含む最初の複合材料を調製した後に２０分と４０
分の保持時間のときの流動性を測定し、その時点で、母材中の０．８重量％Ｍｇを与える
のに十分なようにマグネシウムを添加して、２～５分だけさらに攪拌した後に、再び流動
性を測定した。２～５分とは、鋳造用冶金トラフ内の一般的な滞留時間である。表５は、
チタン濃度の低い合金に０．８重量％Ｍｇを添加することにより、短時間で流動性の悪化
が引き起こされているのに対して、１重量％チタンのほうは複合材料を十分に安定化して
、０．８重量％Ｍｇを添加しても、ＴｉとＭｇの両方の濃度が低い複合材料と比較しても
、容易に鋳造することができる。
【００５７】
【表５】

【００５８】
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　どちらの場合も、４０分の保持時間後の試料を、金属組織学的に試験した。図３は、窒
化ホウ素より先にＴｉを添加していない複合材料を図示しており、図４は、窒化ホウ素よ
り先に１％Ｔｉを添加している複合材料（本発明に従っている）を図示している。図３は
、窒化ホウ素に相当な攻撃があり、複合材料の中で炭化アルミニウム結晶が明瞭に確認さ
れる。図４では、保護チタンを含有する層が、多くの粒子上に存在しており、窒化ホウ素
への攻撃は非常に少なく、局所的である。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明にかかる複合材料の顕微鏡写真であり、アルミニウム（ＡＡ１０００系）
母材に添加したチタンを含んでいる。
【図２】図１の顕微鏡写真の一部分のチタン元素マップである。
【図３】本発明にかかる複合材料の顕微鏡写真であり、アルミニウム（ＡＡ６０００系）
母材を有しており、チタンは添加されていない。
【図４】本発明にかかる複合材料の顕微鏡写真であり、図３と同じ母材を有しているが、
チタンは添加されている。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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